
定例会の流れ(約1か月間)

第４日

第３日

第２日

第１日
提案説明、質疑、委員会付託

予算決算特別委員会全体会総務生活常任委員会・分科会※福祉文教常任委員会・分科会経済建設常任委員会・分科会※分科会…予算決算特別委員会分科会

一般質問

一般質問

予算決算特別委員会全体会
委員長報告、討論、表決

３月議会のみ、提案説明と質疑・委員会付託を２日に分けて行うので、本会議は１日増えます。

３月議会のみ、施政方針及び当初予算について会派代表質問ができます。
質問者の人数によって、日数は増減します。

付託された議案等の審査を行います。

定例会は1年に4
回

定例会とは、定期
的に招集される議

会のことです。

定例会のほか、必
要に応じて臨時会

が招集されます。

補正予算、条例改
正など

主に前年度の
各会計決算など

補正予算、条例改
正など

主に新年度の
各会計予算など３月

６月

９月

12月

主な審議内容は以
下のとおりです。

素朴なギモン？

それはね!!

定例会の約１か月間以外の日は何しているの？

　議員は様々な委員会や組合議会等に所属して
いて、会議に出席したり、所属する常任委員会
での所管事務調査や市民意見交換会を行ってい
るんだよ。
　他にも地域や団体の行事に参加して、市民の
困っていることを聞いたり、活動内容の報告を
したり、多忙な毎日なんだよ。

議会のしくみ
・・・

お
呼
び
で
す
か
！たつの市

おしえて！

録画映像で
議会を見てみよう！

良い
質問
です
な!

委員会付託とは
議案等について詳しく検討するため、常任委員会等
に審査をゆだねること。

委員長報告とは
委員会での審査経過や結果を委員長が本会議で報告
すること。

審議とは
本会議において、説明を聞き、質疑、討論を重ね、
表決すること。

審査とは
委員会において、付託を受けた議案、請願等を論議
し、委員会としての結論を出すこと。
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